
 

 

 

 

 山形県では、新たな県産品の発掘や県内企業における売れる商品づくりを支援することを目
的に、毎年、東京・銀座の山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」でトライアル販売
を実施しております。 
 今年度も下記のとおり募集しますのでぜひご応募ください！ 
  

１ トライアル販売とは 

   山形県内の事業者から募集した県産品を山形県アンテナショップ「おいしい山形プラ

ザ」で、一定期間（４か月間）販売し、そこで得られた情報を事業者にフィードバックす

ることにより、県内企業の売れる商品づくりを支援するものです。 
 

２ トライアル販売期間及び募集期間 

 

 
 

３ 主な販売条件 

山形県アンテナショップ物販部門運営事業者が委託販売を行います。 
 

４ 応募商品の主な要件 

① 県産品であること 

県産品とは、主たる事業所が県内に所在する製造業者（加工品の製造を行う農業 

生産法人等を含む）が県内で製造した商品。 

② 申込時において発売後５年以内の加工食品であること など 

※過去にトライアル販売品となった商品の再度の販売も可能ですが、再度の販売は最

大２回までとなります。原則として、連続での販売はできません。 
 

５  応募者の資格 

主たる事業所が山形県内に所在する製造業者等 
 

６  トライアル販売品の選定 

選定するトライアル販売品は、トライアル販売各期につき 20 商品を上限とし、申込商 

品数が 20 商品を上回った場合は、抽選により選定します。 
 

７ 申込み・問い合わせ先 

トライアル販売の申込みを希望する方は、申込書（※）に必要書類を添付のうえ、 

山形県産業労働部県産品・貿易振興課 県産品振興担当まで提出してください。 

  ＴＥＬ：０２３－６３０－３３１６ ＦＡＸ：０２３－６３０－３３７１ 
 

※申込書様式は山形県ホームページ、もしくはおいしい山形プラザホームページより 
ダウンロードをお願いします。 

 
詳しくは山形県ホームページをご覧ください 

https://www.pref.yamagata.jp/110010/sangyo/sangyoushinkou/antenashoptrial8.html 

 

 

 

販売期間 
第１期 

令和８年７月～10 月 
第２期 

令和８年 11 月～令和９年２月 

募集期間 令和８年 4 月 22 日～5 月 22 日 令和８年８月３日～31 日 

 

〈令和８年度〉 

山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ（東京）」での 

 

『トライアル販売』商品を募集します！ 

 おいしい山形プラザ トライアル販売 検 索 

https://www.pref.yamagata.jp/110010/sangyo/sangyoushinkou/antenashoptrial8.html

